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特定教育・保育施設の利用定員に関する意見聴取について 

 
根拠法令：子ども・子育て支援法第 31 条第２項、第 43 条第３項 
市町村長は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用定員を定めようとする

ときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその

意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事

者の意見を聴かなければならない。 

 
認可保育所 

 （１）岩本町ちとせ保育園 
   所在地：岩本町二丁目 10 番 12 号 

開設予定：令和３年４月１日 
保育時間（日曜日・祝日・12 月 29 日～１月３日を除く） 
・基本保育時間：７時 30 分～18 時 30 分 
・延長保育時間：18 時 30 分～20 時 30 分（全歳児） 

    利用定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１２ １９ １９ １０  ５  ４  ６９ 

運営事業者：社会福祉法人ちとせ交友会 
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（２）外神田かなりや保育園 

所在地： 外神田三丁目６番 13 号 
開設予定：令和３年４月１日 
保育時間（日曜日・祝日・12 月 29 日～１月３日を除く） 
・基本保育時間：７時 30 分～18 時 30 分 
・延長保育時間：18 時 30 分～20 時 30 分（１歳児クラスから） 

    利用定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

６ ８ ９ ９  ９  ９  ５０ 

運営事業者：社会福祉法人倉敷福徳会 

 

   
  

 


